
議  案  説  明 
№1                                                      令和 2年第 1 回臨時会 

議   案  担 当 概          要 

議案第 32 号 

湖西市税条例等の一部を改正する

条例制定に係る専決処分の承認を

求めることについて 

総 務 部 地方税法等の一部を改正する法律が令和 2 年 3 月 31 日に公布されたことに伴い、湖西市

税条例の一部を改正する必要が生じました。 

この改正が、令和 2 年 4 月 1 日から施行されるため、市議会を招集するいとまがなかった

ことから、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分をさせていただきましたので、

ここに報告するものです。 

改正の主な内容は、扶養親族等申告書の記載内容の変更、肉用牛の売却による事業所得に

係る課税の特例の延長、長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例の延長、固定資産の使用者

を所有者とみなす制度の拡大、固定資産を現に有している者の申告の制度化、製造たばこの

輸出等に係る課税免除手続の簡素化です。 

 なお、施行日は、令和 2年 4月 1 日です。 

議案第 33 号 

湖西市都市計画税条例の一部を改

正する条例制定に係る専決処分の

承認を求めることについて 

総 務 部 地方税法等の一部を改正する法律が令和 2 年 3 月 31 日に公布されたことに伴い、湖西市

都市計画税条例の一部を改正する必要が生じました。 

 この改正が、令和 2 年 4 月 1 日から施行されるため、市議会を招集するいとまがなかった

ことから、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分をさせていただきましたので、

ここに報告するものです。 

 改正の内容は、法改正に伴う項ずれの補正及び元号の改元対応です。 

なお、施行日は、令和 2 年 4月 1日です。 

議案第 34 号 

湖西市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例制定に係る専決処

分の承認を求めることについて 

市民安全部 地方税法施行令の一部を改正する政令が令和 2 年 3 月 31 日に公布されたことに伴い、湖

西市国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じました。 

 この改正が、令和 2 年 4 月 1 日から施行されるため、市議会を招集するいとまがなかった

ことから、地方自治法第 179 条第１項の規定により専決処分をさせていただきましたので、

ここに報告するものです。 

 改正の内容は、地方税法施行令のとおり、基礎課税分の課税限度額を 61 万円から 63 万円

に引き上げ、介護納付金分の課税限度額を 16 万円から 17 万円に引き上げるもの及び国民健

康保険税の 5 割軽減世帯及び 2 割軽減世帯の対象要件を緩和し、対象世帯を拡大するもので

す。 

なお、施行日は、令和 2 年 4月 1日です。 
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№2  

議   案  担 当 概          要 

議案第 35 号 

湖西市国民健康保険条例の一部を

改正する条例制定について 

市民安全部 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、国の全額財政支援により、国民健

康保険の被保険者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染し、又は新型コロナウィルス感

染症の感染が疑われ、療養のために労務に服することができなかった給与所得者へ、その日

数に応じて傷病手当金を支給するため、本条例を改正するものであります。 

 なお、施行日は、公布の日とし、傷病手当金の支給を始める日の適用期間を、令和 2 年 1

月 1日から規則で定める日までとするものです。 

議案第 36 号 

湖西市後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例制定につ

いて 

市民安全部 後期高齢者医療保険の保険者である静岡県後期高齢者医療広域連合が、被保険者のうち、

新型コロナウイルス感染症に感染し、又は新型コロナウィルス感染症の感染が疑われ、療養

のために労務に服することができなかった給与所得者へ、傷病手当金を支給する改正条例を

令和 2 年 4 月 21 日に公布したことに伴い、湖西市での申請受付を可能とするため、本条例

を改正するものです。 

 なお、施行日は、公布の日とするものです。 

議案第 37 号 

令和 2 年度湖西市一般会計補正予

算（第 1 号） 

総 務 部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 2 億 3 万 8,000 円を増額し、総額を 219 億 1,003 万

8,000 円にしようとするものです。 

 歳出の内容は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市の要請に応じて休業等に全

面的に協力した中小企業者に対して協力金を交付するための事業費を計上するもので、具体

的には、隣接する愛知県が 4 月 16 日に休業要請を行ったことを受けて、本市においても 4

月 20 日に要請しました 4 月 21 日から 5 月 6 日までの休業及び営業時間の短縮へ協力いただ

いている中小企業者に対して、愛知県同様 50 万円の協力金を交付するための補助金等 1 億

5,003 万 8,000 円を計上するものです。 

 また、日々取り巻く環境が変化している新型コロナウイルス感染症への対策等に備え予備

費 5,000 万円を増額するものです。 

 なお、財源につきましては、財政調整基金繰入金を増額し、対応するものです。 

議案第 38 号 

令和 2 年度湖西市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第 1号） 

市民安全部 今回の補正は、歳入歳出それぞれ 1,000 万円を増額し、総額を 56 億 4,380 万円にしよう

とするものです。 

 補正の内容は、歳出につきましては、国民健康保険の被保険者のうち、新型コロナウイル

ス感染症に感染し、又は新型コロナウィルス感染症の感染が疑われ、療養のために労務に服

することができなかった給与所得者へ、その日数に応じて傷病手当金を支給するため、傷病

手当金 1,000 万円を計上するものです。 

 なお、財源につきましては、特別調整交付金分 1,000 万円を充てさせていただくもので

す。 
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